
 

【審議案件】 

平成 30年度北広島市地域包括支援センター運営方針（案） 

 

１ 地域包括支援センターの設置 

地域包括支援センターは、地域の高齢者の心身の健康維持及び生活の安定の 

ため、援助を行うことにより、その保健医療の向上及び増進を包括的に援助・

支援することを目的に設置しています。 

このため、地域の関係機関等とのネットワークを構築し、市民の多様なニー

ズに応えることのできる地域の拠点となることを目指しています。 

本市の第 7 期介護保険事業計画においては、市内を５つの日常生活圏域にわ

けていますが、当面は４か所に地域包括支援センターを設置し、その運営を社

会福祉法人及び医療法人に委託することとします。 

※北広島市では、地域包括支援センターを「高齢者支援センター」という名  

で呼称しています。 

 

２ 地域包括ケアシステムの構築 

高齢化が進展し、認知症高齢者やひとり暮らしの高齢者が増加する中、介護 

を必要とする高齢者が可能な限り住み慣れた地域や自宅での生活を継続できる

よう支援を充実していくことが必要です。 

具体的には、高齢者のニーズに応じて介護、予防、医療、生活支援、住まい

の５つのサービスを切れ目なく提供し、関係者が有機的に連携し、目標や情報

を共有することが求められています。 

このことから、「地域包括ケアシステム」の構築に向けては、介護保険による

サービスを含むフォーマルなサービスだけでは解消できない課題が多くあるた

め、インフォーマルなサービスを含め、地域の情報センターとして資源の情報

を集積する高齢者支援センターの役割は重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

３ 平成 30年度高齢者支援センター運営の指針 

高齢者の安定した生活の維持のためには、地域に暮らす高齢者の総合相談窓 

口として、高齢者や家族の意思を尊重し、市との連携により高齢者の生活全般

を支援する必要があることから、次の事項について事業を推進します。 

また、高齢者支援センターが地域住民のニーズを的確に把握するためには、

相談窓口で待つだけではなく、地域に出て住民と関わり合うことで、住民との

信頼関係の構築が図られ、課題の把握や高齢者の生活実態の把握につながるも

のと考えています。 

 

❶地域でのネットワークの強化 

高齢者支援センターは、地域包括ケアシステムの構築のため、市、医療機

関、介護サービス事業者、民生委員児童委員などとの調整役として、高齢者

一人ひとりに合ったサービスを提供するため、ネットワークを強化します。 

❷チームアプローチの実践 

保健師（看護師）、社会福祉士、主任介護支援専門員の３職種がそれぞれ

の職種の専門性の発揮と情報を共有し、協働して問題解決を図り、包括的に

高齢者を支援します。 

❸介護予防事業の推進 

高齢者が、住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう、高齢者の社

会参加と参加意欲の向上を目指し、交流促進や健康づくりのため、社会資源

を活用した高齢者の居場所や活動の機会をつくることで、介護予防となるよ

うケアマネジメントを推進します。 

➍権利擁護の取組みの強化 

高齢者の尊厳ある生活を守るため、権利擁護の重要性はますます高まって

いることから、成年後見制度の利用促進や高齢者虐待防止ネットワークの活

用の強化を図ります。 

❺認知症高齢者への支援の強化 

認知症高齢者の増加が見込まれ、公的サービス・医療・介護だけではなく、

地域全体で認知症の高齢者や家族を支援していくことが求められています。 

今年度から稼働する認知症初期集中支援チームの支援チーム員の役割も

担いながら、認知症になっても、地域で安心して生活できるよう、関係機関

との連携を図り、地域支え合い体制づくりを推進します。 

 

 

 



 

４ 平成 30年度事業計画 

（１）ネットワークを活かした活動の展開 

①地域における協議体の開催 

協議体は、地域の介護事業所、医療機関、民生委員児童委員などの関係者

へ幅広く参加を呼びかけ、生活支援サービスを中心とした地域課題について

その解決方法を模索し、活用可能な機関、団体などの社会資源を掘り起こし、

地域の支え合い体制の構築を目指します。 

②生活支援サービスの充実・強化 

高齢者の生活課題は多岐にわたり、広い範囲のニーズに対応することが求

められるため、介護保険サービスでは解決できない課題は、多様な生活支援

サービスを活用していくことが必要です。 

《生活支援コーディネーター》を中心に、地域のニーズや社会資源の把握

に努め、社会福祉協議会内のボランティアセンターとも連携し、不足するサ

ービスの創出や担い手の養成など、地域づくりを進めます。 

③高齢者等地域見守り事業の推進 

一人暮らしなどの高齢者を見守り、安否を問うような暮らしの異変があっ

た際に、早期発見し保護できるよう、高齢者等地域見守り事業の協力機関等

と連携を図りながら、事業の周知と関係協力機関の拡大を図ります。 

④高齢者の実態把握と総合相談 

毎年実施している高齢者生活実態調査など、民生委員児童委員と連携のも

と高齢者の実態把握を引き続き実施するとともに、高齢者の家族に限らず、

近所や自治会など地域の世話人、老人クラブなどのサークル仲間、民生委員

児童委員などからの地域の情報を収集することで、高齢者の心身の状況や家

族の状況等について実態把握を行います。 

高齢者やその家族は遠慮して自ら支援を求めない場合や受けられること

を知らない場合があることから、相談を待っているのではなく、支援する側

から積極的なアプローチにより、当事者に係る課題を明確にし、個別の支援

を行います。 

 

⑤高齢者支援センターの周知活動 

地域の拠点となっていくためには、まず高齢者支援センターの存在と役 

 割を広く市民に知ってもらう必要があります。 

平成 18 年開設以降、認知度は高まってきていますが、様々な機会を捉え

て周知活動を行います。 

 



 

（２）ケアマネジメント支援 

①個別相談の実施 

介護サービスの提供や処遇にあたり、３職種が多面的な視点でケアマネジ 

ャーからの個別相談に応じ、自立支援・重度化防止の視点で支援をしていき

ます。 

②困難事例への対応 

困難事例への対応にあたっては、高齢者支援センターが構築したネット 

ワークを地域のケアマネジャーに広げ、地域の中で関係者が協力することで

複雑で多様な問題を解決するよう努めます。 

③ケアマネジャーとの連携強化 

ケアマネジャーの日常的な業務の円滑な実施を支援するため、北広島市介

護サービス連絡協議会の居宅部会の活動などを通じ、積極的な関係づくりを

積み重ね、連携強化に努めます。 

また、事例検討会をケアマネジャーと共催し、ケアマネジメント能力の 

向上を目指した支援を行います。 

 

（３）介護予防ケアマネジメント 

①介護予防事業対象者の把握 

関係機関との連携や、日常の高齢者の生活実態把握などの活動や総合相談

を通じて、早期に介護予防事業対象者を把握し、介護予防活動につなげてい

くよう努めます。 

②総合事業対象者の介護予防ケアマネジメントの実施 

総合事業対象者となった高齢者に対し、要介護状態とならないよう、介護

予防ケアマネジメントを実施します。 

実施にあたっては、対象者の課題や問題点を的確に把握したうえで目標 

を定め、自立支援の視点でケアマネジメントを実施します。 

③予防給付にかかる介護予防ケアマネジメントの実施 

予防給付にかかる介護予防ケアマネジメントは、インフォーマルなサービ

スも含め、自立支援の視点でアプローチを行います。 

利用者が介護保険制度を理解したうえで、主体的な取組みが行えるよう 

ケアマネジメントを実施します。 

 

（４）権利擁護の取組みの強化 

①成年後見制度の利用支援等 



 

認知症高齢者が増加する中、日常生活上の金銭管理に支障をきたす場合 

も少なくありません。 

個々の状況に応じ、社会福祉協議会の日常生活自立支援事業や成年後見セ

ンターと連携を図り制度を活用ながら支援していきます。 

 

②高齢者虐待に関する啓発活動 

高齢者虐待を防止するための早期発見やその概念が正しく認識されるよ

うに、講話やパンフレット等を活用し、地域の方や関係者への啓発活動に取

り組みます。 

 

③虐待の通報、早期発見連携体制の構築 

高齢者支援センターは、地域の実態を把握し、虐待の早期発見に努め、  

問題解決にあたります。 

高齢者虐待は、虐待が発見された時の初動体制が重要なことから、市への

適時報告と協議を行い、素早い対応を図ります。 

 

④高齢者虐待防止のための連携 

高齢者支援センターは、「北広島市高齢者虐待防止相談対応マニュアル 

（改訂版）」に基づき、地域の高齢者虐待の相談窓口として、支援体制の構

築に向けたネットワークづくりを市と協働して取り組みます。 

 

⑤日常的なスキルアップ 

成年後見制度の利用支援や高齢者虐待の相談支援などは、極めて高度な 

判断を要する事例が少なくないことから、職員は様々な事例に的確に対応で

きるよう、日常的にスキルアップに努めます。 

 

（５）認知症高齢者への支援の強化 

①認知症高齢者に対するケアマネジメント 

認知症高齢者の増加に伴い、課題が多様化している中で、支援が困難なケ

ースが多くなっています。 

高齢者支援センターは、ケアマネジャーや医療機関と積極的に連携を図 

り、ケアマネジメントを行います。 

②認知症の正しい知識の普及啓発 

認知症の正しい知識の普及と接し方を理解し、介護方法を知るための認 

知症サポーター養成講座などを活用し、認知症に関する正しい知識の普及啓

発に努めます。 

 



 

 ③早期発見及び早期対応 

今年度から稼働する認知症初期集中支援チーム（医師及び医療と福祉の専

門職で構成する支援部隊）のチーム員として、認知症が疑われる方やその家

族に対して、早期に介入し、適切な支援に繋ぐようにします。 

④地域における見守り体制の充実 

行政や医療・介護従事者だけではなく、地域全体で認知症の方や家族を 

見守り、支援していくことが求められています。 

関係機関との連携や相談体制については、地域ごとに検討しながら積極的

に推進します。 

⑤SOSネットワークの周知啓発 

徘徊の高齢者等を早期に発見するためには、市民や関係機関の協力を得 

ながら円滑な捜索が行えるよう、事業の周知と本人情報の登録支援、関係協

力機関の拡大を図ります。 

⑥地域支え合いセンターとの連携 

認知症の正しい理解を地域に啓発するとともに、地域での認知症高齢者 

の見守り体制や家族を含めた地域支え合い体制づくりのため、社会福祉協議

会内にある「地域支え合いセンター」と連携して事業を進めます。 

 

（６）介護予防に関する事業及び介護する家族等への活動の取組み 

①介護者への支援 

介護する家族等が、研修や情報交換を通じて、日常の介護への知識や工夫

を習得しながら、孤立することなく介護が継続できるように支援を行います。 

②介護予防の普及啓発 

介護予防を地域に普及するため、地域のサークルなどの活動の場を活か 

し、閉じこもり予防等を意図した教室を開催するなど、機会を捉えて介護予

防の必要性や効果の啓発に努めます。 

 

（７）市との連携強化 

①市との定例会議への参加 

地域の高齢者の様々な課題を解決するため、高齢者支援センター職員は 

市との定例会議に参加し、活動報告、重要事項の伝達、業務の相談などを行

います。 

 

②市の関係部署との連携 

高齢者支援センター業務は多岐にわたるため、高齢者に対するより円滑な



 

支援を行えるように、行政の関係部署と連携を図ります。 

また、地域のニーズに対して、市と連携し必要な社会資源の開発や関係機

関同士の連携などの働きかけを行います。 

なお、高齢者支援センターの業務に支障のある事項が生じた場合には、速

やかに市と協議し解決に努めます。 

 

③高齢者支援センター全体のスキルアップ 

高齢者支援センターは、高齢者の総合相談窓口であるとともに、地域に 

おける権利擁護やケアマネジャー支援の拠点でもあります。 

相談やケアマネジメント技術の向上を図るため、市などが実施する研修 

会や講演会に積極的に参加し、各職員が学んだ知識・技術について、全職員

へ伝達し、高齢者支援センター全体のスキルアップを図ります。 

 

④高齢者支援センター間の連携 

高齢者支援センターの専門職が果たすべき役割を明確にし、専門職種ご 

との会議や高齢者支援センター間での会議を適宜開催し、その検討結果を高

齢者支援センターの活動にフィードバックし、円滑な運営や活動体制、市と

の連携を図ります。 

 

⑤地域包括支援センター運営協議会 

高齢者支援センターの運営を、地域の関係者全体で協議、評価する場と 

して、地域包括支援センター運営協議会が設置されています。 

高齢者支援センターの運営にあたっては、地域包括支援センター運営協 

議会の意見を反映し、円滑で適正な運営を進めます。 

 

（８）公正・中立性の確保 

市からの委託を受け、高齢者支援センター業務を行うことから、行政の一翼 

を担っており、業務にあたっては公正・中立性の立場を保持します。 

 

（９）個人情報の取扱い 

高齢者支援センターの運営上、多くの個人情報を取り扱うため、高齢者支援 

センターにおける各事業の実施にあたり、予め本人から個人情報を目的の範囲

内で利用する旨の了解を得るとともに、個人情報の取り扱いについては、関係

法令を遵守し、厳重に取り扱うこととし、その保護に遺漏のないよう努めます。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    地域における協議体の開催 

    

    高齢者等地域見守り事業の推進 

    高齢者の実態把握と総合相談 

    高齢者支援センターの周知活動 

 

 

    成年後見制度の利用支援等 

    高齢者虐待に関する啓発活動 

    虐待の通報、早期発見連携体制の構築 

    高齢者虐待防止のための連携 

    日常的なスキルアップ 

 

 

    認知症高齢者に対するケアマネジメント 

    認知症の正しい知識の普及啓発 

    早期発見・早期対応 

    地域における見守り体制の充実 

    ＳＯＳネットワークの周知啓発 

    地域支え合いセンターとの連携 

 

 

 

 

 

 

   市との定例会議への参加 

   市の関係部署との連携 

   高齢者支援センター全体のスキルアップ 

   高齢者支援センター間の連携 

 

 

 

 

 

 

 

    個別相談の実施 

    困難事例への対応 

    ケアマネジャーとの連携強化 

 

 

    介護予防対象者の把握 

    総合事業対象者の介護予防ケアマネジメントの実施 

    予防給付にかかる介護予防ケアマネジメントの実施 

    

 

 

 

 

 

 

・認知症高齢者の増加 

・家族介護（老老介護や認認介護） 

・寝たきりなどの要介護者へのサービス体制 

・閉じこもりや孤独な高齢者の増加 

・高齢者虐待 

・悪徳商法被害 

・年金 

・介護保険 

・医療制度の利用  等 

ニーズを満たすための重点項目 

（１）ネットワークを活かした活動の展開 

（４）権利擁護の取組み強化 

（５）認知症高齢者への支援の強化 

生活支援サービスの充実・強化 

運営に関して 

（７）市との連携強化 

（８）公正・中立性の確保 

（９）個人情報の取扱い 

その他 

（２）ケアマネジメント支援 

（３）介護予防ケアマネジメント 

（６）介護予防に関する事業の実施及び  

   介護する家族支援 等 

への活動の取組み 

高齢者の尊厳が保たれ、 
可能な限り、 
住み慣れた地域で暮らす 

高
齢
者
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
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画 

❶地域でのネットワークの強化   ❷チームアプローチの実践   ❸介護予防の推進   ➍権利擁護の取組みの強化   ❺認知症高齢者への支援の強化    

◎高齢者支援センター運営の方針 

介護者への支援 

介護予防の普及啓発 


